
老
老
人
福
祉
医
療
費
受
給
券
の

�

対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

65
～
74
歳
の
皆
さ
ん
へ

区　　分 助成対象者

福 重度心身障害者（児）・重度心身障
害老人

・身体障害者手帳（１～３級）を持つ人
・療育手帳を持つ人
・特別児童扶養手当１級の支給対象児童

福 母子家庭・父子家庭 18歳未満の児童を扶養しているひとり親とその子

老 65～74歳老人
本人（昭和19年４月２日以降に生まれた人）およびその配偶者、扶養義務者の全てが市
県民税非課税の人
※�昭和19年４月１日以前に生まれた人は福祉医療の助成対象者にはなりません。

福 ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし
高齢寡婦

かつて母子家庭で児童を扶養していた人で、ひとり暮らしの状態が１年以上続いてお
り、今後もその状態が継続すると見込まれる人

精 精神障害者（児） 精神障害者保健福祉手帳（１～３級）を持つ人で、自立支援医療（精神通院医療）の支給
認定を受けている人精老 精神障害老人

■受給資格　本人、配偶者、福祉医療での扶養義務者には、それぞれ所得制限があります。

忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
！

更
新
手
続
き福  福祉医療費受給券（桃色・白色・うすだいだい色）

福  重度心身障害老人等福祉助成券（桃色）
老  老人福祉医療費受給券（白色・うすだいだい色）
精  精神科通院医療費受給券（水色）
精老  精神科通院医療費助成券（水色）

　
有
効
期
限
が
７
月
31
日
の
福
祉
医
療
費
受
給

券・助
成
券
な
ど
を
持
っ
て
い
る
人
は
、７
月
中

に
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
更
新
・
新
規
交
付
手
続
き

　

現
在
の
対
象
者
の
う
ち
、受
給
資
格
に
当
て
は
ま
る
人
に
は
、７
月
上
旬

に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。必
要
書
類
と
一
緒
に
、保
険
年
金
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。受
給
資
格
、所
得
金
額
な
ど
を
再
確
認
し
、受
給
券
・
助
成
券

を
郵
送
し
ま
す
。

※�

最
近
転
入
し
た
人
な
ど
で
、受
給
資
格
に
当
て
は
ま
る
人
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課〔
東
庁
舎
〕�
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老
人
福
祉
医
療
費
受
給
券
は
健
康
保
険
対
象
医
療
費
の
自

己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
す
る
券
で
す
。

　

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人
は
、平
成
28
年
８
月
１
日
か

ら
老
人
福
祉
医
療
費
受
給
券
の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。交
付
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、

保
険
年
金
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■�

対
象　
昭
和
19
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
65
歳
以
上

の
人
の
う
ち
、本
人
、配
偶
者
、扶
養
義
務
者
の
全
て
が
平

成
28
年
度
市
民
税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

※�

他
の
福
祉
医
療
費
受
給
券
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人（
精
神

科
通
院
医
療
費
受
給
券
を
除
く
）、生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
人
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の　
印
鑑
、健
康
保
険
証

※�

助
成
対
象
者（
本
人
）、そ
の
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者

で
、平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、市
外
に
住
ん
で
い
た
人

は
、そ
の
住
所
地
の
役
所
で「
平
成
28
年
度
非
課
税
証
明

書
」（
所
得
額
、控
除
額
、扶
養
人
数
が
わ
か
る
証
明
書
）を

取
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、所
得
申
告
を
し
て
い

な
い
人
は
、速
や
か
に
申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
間　
８
月
31
日（
水
）ま
で

※�

期
間
を
過
ぎ
て
も
手
続
き
は
で
き
ま
す
が
、申
請
月
か
ら

の
受
給
と
な
り
、医
療
費
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
助
成
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�

自
分
が
該
当
す
る
か
、扶
養
義
務
者
の
範
囲
な
ど
、詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

見本

水色
水色

白色
白色

桃色
桃色

うすだいだい色

うすだいだ
い色
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